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聞き手：御社の歴史について教えていただけますか。

野田社長：愛知県名古屋市に本社を置く大同特殊鋼㈱
の磁材事業部が独立し、岐阜県中津川市に本社・中津
川工場を設立しました。等方性ネオジムボンド磁石の量
産を始めとし、ＦＡ用モータ、自動車の補機モータ～主機
モータ用磁石（ネオジムラジアル異方性磁石、ＭＰ磁石、
ＰＬＰ磁石）の製造販売を行っています。ネオジム磁石と
は、レアアースを使用した永久磁石のことです。
　当社が手掛ける磁石の歴史を振り返ってみると、1990
年設立当初は、パソコン用ハードディスクドライブ用のスピ
ンドルモータに使用されるボンド磁石を主力製品としてい
ました。タイ工場の立上げ、量産化の本格化で、ＨＤＤ用
の磁石は世界シェア５０％を誇りました。
　小型で高磁力の磁石のニーズは、携帯電話のバイブ
レーション機能に使用される振動用モータへの搭載へも
展開されました。
　1992年に世界で初めて量産化を開始したネオジムラ
ジアル異方性磁石は当社独自の製法によりナノレベル結
晶粒の高度配向、高磁力、高耐食、高耐熱性を実現し
たリング磁石で、当社オンリーワンの技術です。主に、自動
車の電動パワーステアリングモータ、ＦＡ用サーボモータ
用磁石として使用されます。
　2003年、高磁力、高耐熱が期待できるサマリウムに注
目し等方性サマリウム磁石の量産も開始しています。
　2009年には名古屋工場と名古屋営業所を中津川の
本社工場に集約し、ハイブリッド関連の製品の製造も始
めました。
　2017年1月、大同特殊鋼グループの磁石メーカ、イン

ターメタリックスジャパン㈱を合併し、ＰＬＰ磁石を製品ライ
ンナップに加えたことで、希土類磁石のフルラインナップを
揃えることが出来ました。ＰＬＰとは従来のプレス工程を省
略した焼結磁石の製法でこれも当社独自技術です。

聞き手：海外にも工場を順次設けていらっしゃいますね。

野田社長：1994年にはタイにダイドーエレクトロニクス、
2002年には香港に大同電子有限公司、中国の深圳に
沙井大同電子磁石廠(2010年独資に切り替え大同磁石
有限公司)、翌2003年には蘇州に大同電工有限公司を
それぞれ設立しました。現地生産、現地納入の観点か
ら、各所に工場を配置し、現在これら海外工場を含めた
グループの売り上げは、2017年度に240億円に達しまし
た。現在、4つ目の海外工場となる、北米工場の立上げも
計画中です。

聞き手：主力製品について、あらためてご紹介いただけ
ますか。

野田社長：これまで車載用途では 補機モータ、センサ用
磁石を多く納入していましたが、新しい分野であるハイブ
リッド車用の駆動モータに注目しました。
　耐熱性が求められる使用環境ではＤｙ（ディスプロシウ
ム）などの重希土類の添加が不可欠でしたが、資源リス
ク回避や低コストを実現するため、大同特殊鋼㈱、Ｈｏｎｄａ
と共同で開発を進めました。
　そして、ＭＱ３の製造技術を応用し、重希土類完全フ

リーの熱間加工ネオジム磁石でハイブリッド車用駆動
モータに適応可能な高耐熱性、高磁力を実現したネオジ
ム磁石を世界で初めて実用化することに成功しました。
2016年10月発売のホンダのフリードをはじめ、その後も
フィット、ヴェゼルなどに搭載されています。

聞き手：どのように人材を育成されていますか。

野田社長：入社してから専門的な技術を得ることが多い
ため、それらに対応していける人材を育成したいと考えて
います。高校を卒業したばかりの社員には、大同技術学
園で約10か月トレーニングを積み、資格取得等を目指しま
す。基本的な技能や技術、安全面については講座を開
いたり、親会社が企画している研修へ参加したりしていま
す。社内では、ＯＪ・トレーナーを設け、先輩が後輩に教え
る機会を作っています。そのほか、係長がマネジャーにな
るための教育では、いろいろなセクションの知識を付与し
ます。若い人が自信を持って業務にあたれるように、社員
の前で報告するような技術発表会も開き、技術の向上を
はじめ、知識を深めています。専門知識の教育では、北
米工場建設に伴い、語学研修の一環として語学留学も
取り入れています。「自己啓発に取り組みたい」、「資格を
取りたい」といった要望があった場合には、通信教育費
などの補助も行っています。

聞き手：社員の就労意欲はどのように高めていますか。

野田社長：改善提案制度を導入し、月のポイント制で募
集し、業務の改善にも力を入れているほか、優れた開発
をした時には社内で表彰する社長表彰なども実施してい
ます。社員一人一人がチャレンジ精神旺盛に成長してい
けば、事業のベースにもなるため、モチベーションを上げ
る仕組みづくりにも力を入れていきたいと考えています。

聞き手：今後の展望をどのようにお考えですか。
野田社長：技術にはトレンドがあり、進化のスピードも早く、
特に家電関係はサイクルが早くなってきています。また、
ハードディスクや携帯などの分野には中国も参入してきま
す。弊社はＯＡや家電関連部品から自動車関連部品に
シフトし、2018年から2022年までの事業計画が決まって
います。今後は2023年以降の提案が重要になってきま
す。特に今後はＥＶ事業が本格化します。開発型企業で
ありながら、他社にはない製品づくりを手掛けていきたい
と思っています。生産体制も整え、トレンドを見越して設備
投資を行い、増え続けている生産量の確保にも対応して
いきたいと考えています。
　また、2027年にはリニア新幹線が開通、最寄駅である
岐阜県駅は本社・中津川工場から車で約5分。この中津
川の地でグローバルにつながり易い立地を生かし躍進を
目指したいと考えます。

聞き手：新たな取り組みなどを検討されていますか。

野田社長：ものづくり企業として、お客様の事業拡大につ
なげていくことが大切になります。これまでの磁石技術を
生かしながら、顧客のニーズに合った磁石を開発し、4、5
年後の採用につなげていきたいと考えています。さらに
は、2020年には30周年を迎えます。これから周年事業に
ついても検討していきたいと思っています。

聞き手：本日は貴重なお話をありがとうございました。

●住　　所： 岐阜県中津川市茄子川1642-144
●Ｔ Ｅ Ｌ： 0573－68－6177
●Ｆ Ａ Ｘ： 0573－68－6188
●Ｕ Ｒ Ｌ： http://www.daido-electronics.co.jp/
●事業内容：

●従業員数：325人

磁石関連製品のトップメーカー

株式会社ダイドー電子
代表取締役社長

～他社にない製品作り　電気自動車へのシフトに焦点～

ハイテク分野に欠かせない
高性能磁石を製造

ハイブリッド車用磁石の実用化
～重希土類完全フリー磁石～

今後の展望について

聞き手 （一社）岐阜県経営者協会　広報部会委員

酒井  敏孝 氏

野田 俊治 氏

ネオジム系希土類ボンド磁石、ネオジム系熱
間加工磁石、ネオジム系PLP焼結磁石およ
びそれらの応用品の製造・販売

中津紙工㈱
専務取締役

モチベーションを上げる
仕組みづくりを
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資料出所：岐阜労働局「長時間労働疑いの監督指導結果（平成29年度）を公表」

労働行政レーダー
ヘッドライン

今年の採用活動　大企業と中小企業で差

資料出所：文部科学省「2018年度　就職・採用活動に関する調査（企業）　速報版（概要）」

　文部科学省によると、広報活動の開始時期は大企
業、中小企業とも3月が最も多かったのに対し、採用選考
活動の開始は大企業が6月、中小企業は4月がそれぞれ
最多。内々定については、どちらも6月が最多だった。
　8月1日時点での採用予定者数の確保状況は「確保で
きた」とする大企業は49.2％、中小企業は27.5％だった。

無期転換ルールへの対応を無料でサポート

資料出所：厚生労働省「平成30年度『無期転換ルールに関する取組に対する啓発支援事業』」

　厚生労働省では、無期転換ルールへの対応を検討し
ている企業に対し、非正規労働者の円滑な転換に向け、
社内制度を検討する上での助言や支援を行う無期転換
コンサルタント（社会保険労務士など）を無料で派遣し
ている。応募締切は平成31年1月31日。

平成29年の年次有休取得者率は51.1％

資料出所：厚生労働省「平成30年『就労条件総合調査』の結果を公表します」

　厚生労働省によると、平成29年1年間の年次有給休
暇の付与日数は18.2日（前年調査18.2日）、そのうち労
働者が取得した日数は9.3日（同9.0日）。取得率は前年よ
り1.7㌽増となった。

過労死等防止対策白書を公表

資料出所：厚生労働省「『平成30年版過労死等防止対策白書』を公表します」

　過労死等防止対策推進法に基づき年次報告書で、教
職員やIT産業、医療を中心とした重点業種・職種に関す
る労災事案の分析等、企業における過労死等防止対策
の推進に参考となる調査研究結果を報告している。

　岐阜労働局によると、平成29年度は県内505事業場
に対して監督指導を実施し、このうち、違法な時間外・
休日労働を222事業場で確認。3年間で最多となった。違
反率は44.0％で若干減少傾向となっている。

長時間労働疑い　29年度は222事業場

【高校生の就職内定率は3年連続の高水準
　求人倍率は26年ぶりに2.5倍超に】
　岐阜労働局のとりまとめによると、平成31年3月に県内
の高校を卒業する生徒について、平成30年9月末現在の
就職内定率は61.0％（前年同期比0.7㌽減）となった。この
時期としては3年連続での60％超えで、高い水準を維持し
ている。
　求人数は10,981人（同17.2％増）で平成9年度以降21年
ぶりに1万人を超え、求人倍率も平成4年度以降、26年ぶり
に2.5倍を超える2.54倍（同0.34㌽増）となった。なお、求
職者数は4,323人（同1.6％増）。

【岐阜県における高年齢者の雇用状況】
　岐阜労働局の取りまとめによると、平成30年において、
岐阜県内企業（従業員31人以上の企業2,633社）のうち、
定年が65歳以上の企業は550社（20.9％、前年比0.5ポイ
ント増）となった。66歳以上も働ける制度のある企業は
920社（34.9％、今年度より新たに集計）、70歳以上まで働
ける企業は860社（32.7％、同4.0ポイント増）。

資料出所：岐阜労働局「新規高卒者　職業紹介状況の推移（各年度9月末現在）」

資料出所：岐阜労働局「岐阜県内企業の平成30年『高年齢者の雇用状況』集計結果」

求人数 対前年
増減比

就職
（内定数）

新規高卒者　産業別　求人・内定状況（抜粋）

65歳定年企業の状況（岐阜県）

製造業

建設業

医療・福祉

卸売業・小売業

運輸業・郵便業

4,924人

1,566人

1,078人
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501人
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＋7.2％
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108人

対前年
増減比

＋4.2％

＋4.8％

＋3.7％

－7.4％
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【岐阜県の特定最低賃金の結審状況】
　平成30年の中部3県の特定最低賃金の時間額が決定した。結審状況は下記の通り。なお発効日は岐
阜県平成30年12月21日（金）、愛知県12月16日（日）、三重県12月20日（木）。

資料出所：岐阜労働局「特定（作業別）最低賃金の改正を答申」、愛知労働局「5業種の特定最低賃金の改正決定について（答申）」、
三重労働局「4業種の三重県特定（産業別）最低賃金改正を答申」　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　  

資料出所：岐阜労働局提供

【岐阜県における新規学卒就職者　離職の状況は】
　岐阜労働局によると、岐阜県における新規学卒就職者の離職状況は下記グラフの通り。
　就職3年後の離職率（平成27年3月卒業者）は高校卒で36.1％（全国39.3％）、大学卒で31.2％（全国
31.8％）だった。
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情報通信機械器具製造業
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建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品製造業、
船舶製造・修理業,舶用機関製造業、産業用運搬車両・
同部分品・附属品製造業、その他の輸送用機械器具製造業
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　平成27年3月新規学卒就職者について、産業別の3年後離職率を見ると、高校卒では「教育・学習支援
業（66.7％）」、「宿泊業・飲食サービス業（63.2％）」、「サービス業（他に分類されないもの）（57.1％）」の順
に高く、大学卒では「不動産業・物品賃貸業（57.7％）」、「宿泊業・飲食サービス業（55.8％）」、「その他、
農、林、漁業（46.8％）」の順に高くなっている。
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資料出所：岐阜労働局「長時間労働疑いの監督指導結果（平成29年度）を公表」

労働行政レーダー
ヘッドライン

今年の採用活動　大企業と中小企業で差

資料出所：文部科学省「2018年度　就職・採用活動に関する調査（企業）　速報版（概要）」

　文部科学省によると、広報活動の開始時期は大企
業、中小企業とも3月が最も多かったのに対し、採用選考
活動の開始は大企業が6月、中小企業は4月がそれぞれ
最多。内々定については、どちらも6月が最多だった。
　8月1日時点での採用予定者数の確保状況は「確保で
きた」とする大企業は49.2％、中小企業は27.5％だった。

無期転換ルールへの対応を無料でサポート

資料出所：厚生労働省「平成30年度『無期転換ルールに関する取組に対する啓発支援事業』」

　厚生労働省では、無期転換ルールへの対応を検討し
ている企業に対し、非正規労働者の円滑な転換に向け、
社内制度を検討する上での助言や支援を行う無期転換
コンサルタント（社会保険労務士など）を無料で派遣し
ている。応募締切は平成31年1月31日。

平成29年の年次有休取得者率は51.1％

資料出所：厚生労働省「平成30年『就労条件総合調査』の結果を公表します」

　厚生労働省によると、平成29年1年間の年次有給休
暇の付与日数は18.2日（前年調査18.2日）、そのうち労
働者が取得した日数は9.3日（同9.0日）。取得率は前年よ
り1.7㌽増となった。

過労死等防止対策白書を公表

資料出所：厚生労働省「『平成30年版過労死等防止対策白書』を公表します」

　過労死等防止対策推進法に基づき年次報告書で、教
職員やIT産業、医療を中心とした重点業種・職種に関す
る労災事案の分析等、企業における過労死等防止対策
の推進に参考となる調査研究結果を報告している。

　岐阜労働局によると、平成29年度は県内505事業場
に対して監督指導を実施し、このうち、違法な時間外・
休日労働を222事業場で確認。3年間で最多となった。違
反率は44.0％で若干減少傾向となっている。

長時間労働疑い　29年度は222事業場

【高校生の就職内定率は3年連続の高水準
　求人倍率は26年ぶりに2.5倍超に】
　岐阜労働局のとりまとめによると、平成31年3月に県内
の高校を卒業する生徒について、平成30年9月末現在の
就職内定率は61.0％（前年同期比0.7㌽減）となった。この
時期としては3年連続での60％超えで、高い水準を維持し
ている。
　求人数は10,981人（同17.2％増）で平成9年度以降21年
ぶりに1万人を超え、求人倍率も平成4年度以降、26年ぶり
に2.5倍を超える2.54倍（同0.34㌽増）となった。なお、求
職者数は4,323人（同1.6％増）。

【岐阜県における高年齢者の雇用状況】
　岐阜労働局の取りまとめによると、平成30年において、
岐阜県内企業（従業員31人以上の企業2,633社）のうち、
定年が65歳以上の企業は550社（20.9％、前年比0.5ポイ
ント増）となった。66歳以上も働ける制度のある企業は
920社（34.9％、今年度より新たに集計）、70歳以上まで働
ける企業は860社（32.7％、同4.0ポイント増）。

資料出所：岐阜労働局「新規高卒者　職業紹介状況の推移（各年度9月末現在）」

資料出所：岐阜労働局「岐阜県内企業の平成30年『高年齢者の雇用状況』集計結果」
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（内定数）

新規高卒者　産業別　求人・内定状況（抜粋）

65歳定年企業の状況（岐阜県）

製造業

建設業

医療・福祉

卸売業・小売業

運輸業・郵便業

4,924人

1,566人

1,078人

988人

501人

＋22.9％

＋13.2％

＋7.2％

＋15.2％
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対前年
増減比

＋4.2％
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【岐阜県の特定最低賃金の結審状況】
　平成30年の中部3県の特定最低賃金の時間額が決定した。結審状況は下記の通り。なお発効日は岐
阜県平成30年12月21日（金）、愛知県12月16日（日）、三重県12月20日（木）。

資料出所：岐阜労働局「特定（作業別）最低賃金の改正を答申」、愛知労働局「5業種の特定最低賃金の改正決定について（答申）」、
三重労働局「4業種の三重県特定（産業別）最低賃金改正を答申」　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　　  

資料出所：岐阜労働局提供

【岐阜県における新規学卒就職者　離職の状況は】
　岐阜労働局によると、岐阜県における新規学卒就職者の離職状況は下記グラフの通り。
　就職3年後の離職率（平成27年3月卒業者）は高校卒で36.1％（全国39.3％）、大学卒で31.2％（全国
31.8％）だった。
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建設機械・鉱山機械製造業、自動車・同附属品製造業、
船舶製造・修理業,舶用機関製造業、産業用運搬車両・
同部分品・附属品製造業、その他の輸送用機械器具製造業
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　平成27年3月新規学卒就職者について、産業別の3年後離職率を見ると、高校卒では「教育・学習支援
業（66.7％）」、「宿泊業・飲食サービス業（63.2％）」、「サービス業（他に分類されないもの）（57.1％）」の順
に高く、大学卒では「不動産業・物品賃貸業（57.7％）」、「宿泊業・飲食サービス業（55.8％）」、「その他、
農、林、漁業（46.8％）」の順に高くなっている。
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第4回　7支部合同事務局連絡会議

Ｑ．2018年9月、当社に長年にわたり勤めるパートタイマー

から「無期雇用への転換を申し込みます」との書面が届きま

した。当社は無期転換ルールへの準備をしていなかったの

ですが、このパートタイマーへの処遇はどうすればよいので

しょうか。

Ａ．2013年4月1日に改正労働契約法が施行され、「有期労

働契約が通算5年を超えて更新された場合、有期契約労働

者の申込みにより、 期間の定めのない労働契約（無期労働

契約）に転換される」という「無期転換ルール」が導入され

ました。この5年は上記施行日からカウントされますので、

2018年4月1日以降は、どの事業所にも、無期転換申込権を

有する有期契約社員が生じている可能性があります。

　会社が無期転換申込権を行使された場合、契約期間は

有期から無期に転換されますが、給与その他の労働条件

は、就業規則等で別段の定めがある部分を除き、直前の有

期労働契約と同一の労働条件となります。

　そのため、ご相談のように、今般の無期転換ルールの導

入への対応をしていない会社の場合には、「無期雇用転換

社員」が就業規則上どの雇用区分に含まれるのかを確認す

る必要があります。仮に、正社員を「雇用期間に定めの無い

従業員」と定義している場合には、形式的には無期転換社

員もこの定義に該当し、正社員と同じ就業規則が適用され

る可能性があります。他方で、正社員用の就業規則にある

定年制度は無期雇用転換社員に当然には適用されるもの

ではないとも理解されています。つまり、就業規則を無期転

換ルールへ対応させていない場合には、無期転換社員の労

働条件が不明確な状態なのです。

　本来は、上記の2018年4月1日までに無期雇用転換社員

が出現することを前提とした就業規則を整備しておくのが

望ましかったわけですが、今からでも、定年制の適用をは

じめとし、無期雇用転換社員の存在を前提とした就業規

則を整備しておくべきです。ただし、無期転換社員の就業

条件の整備にあたっては、各社の実情に沿った合理的な

内容とするよう留意してください（無期転換後の職務の内

容などが従前と変更されないにもかかわらず、無期転換後

の労働条件を低下させること（たとえば、転勤の可能性が

無いのに「転勤あり」とするなど）は、無期転換権の権利行

使の妨害とも取られ、望ましいものではないとされていま

す）。

　さて、この「無期転換ルール」ですが、期間の定めのない

いわゆる「非正規雇用」の割合の増加という昨今の社会情

勢に照らして、非正規社員の雇止めの不安を解消し、処遇

を改善して雇用を安定化させる目的で導入されたといわれ

ています。そして、経営者側にとっては、能力のある非正規

社員に対して長期的な育成を視野に入れた選択肢を提供

することができるメリットがあるといわれています。

　ところが、私に相談される経営者の本音は「能力のない

人が無期雇用となるのは困る」「人事の新陳代謝の観点か

ら無期雇用転換社員の出現は望ましくない」等と、無期転

換ルールを消極的に評価する声が少なくないことも事実で

す。報道等でも、無期転換ルールの存在のために３年程度

が更新期間の上限とされるなど、かえって非正規社員の就

労環境を悪化させているという評価もあります。大企業は

ともかく、中小事業者はその事業の種類・規模等が千差万

別ですので、無期転換ルールを一律に受け入れることによ

り、人事政策の歪みを招くこともあると思います。

　あくまで私見ですが、こうした見地からは、無期転換ルー

ルへの対応として大切なことは、①無期転換請求権を有す

る有期契約社員の出現を許容する人事設計にするのか否

かを明確にし、②許容しない場合には、いわゆる「雇止めの

法理」に抵触しないように有期契約社員の雇用期間をコン

トロールする人事制度を確立すること、③許容する場合に

は、無期雇用転換社員に対する合理的な就業規則を整備

することであると考えています。

（一社）岐阜県経営者協会 労務相談担当弁護士　小森 正悟氏

人事・労務ワンポイントアドバイス④

無期転換ルールへの対応について
　10月26日（金）、飛騨支部主管にて当協会7支部
の事務局担当者が集まり開催しました。
　当会議は各支部の活動を共有するとともに、支
部の垣根を越えた連携強化を目的に開催してい
るものです。第4回目となる今回は、飛騨支部長企
業である日進木工㈱の見学のほか、各支部の活
動状況の報告・情報交換を行いました。
　終了後には懇親会を開催し、各支部間の交流
を深めていただきました。

飛　騨

2018年度 飛騨支部 管理・監督者養成講座 反省会
　11月16日（金）、去る10月19日（金）～20日（土）に
開催した管理・監督者養成講座の「実行委員反省
会」を開催しました。
　反省会では、研修開催後に提出された受講者
のレポートを読み合わせ、今回の研修内容につい
て振り返るとともに、次年度開催に向けて改善事
項等を協議しました。
　また、反省会の後には慰労会を開催しました。

中津川

第一線管理・監督者養成講座 意見交換会
　11月7日（水）三菱電機㈱ 中津川製作所におい
て開催し、9人の委員の皆様にお集まりいただきま
した。
　前回の「第15回 中津川支部版 第一線管理・監
督者養成講座」の開催報告をし、次年度の計画に
ついても活発なご意見をいただきました。次年度
は参加募集をリーダークラス以上とし、より実践
的な内容になるよう計画を進めています。

西　濃

人事・労務担当者セミナー
　11月21日（水）ソフトピアジャパンセン
ターにおいて開催し、12社より17人にご
参加いただきました。
　講師には、山本 晃大氏（山本労務管
理事務所 所長）をお招きし、「『人事評
価制度』は管理職を育てる最適ツール」
をテーマに開催しました。
　「人事評価制度が上手く機能しないのは何のせい」、「管理者としての『あるべき姿』を学
べる考課者訓練の中身とは」といったポイントについて解説いただきました。また、参加者
には実際に考課者訓練を体験していただきました。




